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岡山理科大学 お取引業者 各位 

 

 

 

 

岡山理科大学  

研究・社会連携部 

経理部 

学部運営事務部 

 

平素から、本学の研究活動にご協力いただき、深謝申しあげます。 

本学に公的研究費を財源とした研究費で購入する物品等を納入いただく際の『検収

（検品）』につき、下記のとおり実施いたします。何卒ご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１．検収（検品）の対象 

公的研究費を財源とする研究費で購入する物品、修理、役務（サービス）等   

〔公的研究費とは〕 

文部科学省及び他府省（これらが所管する独立行政法人等を含む。）及び地方公

共団体から配分される研究資金（間接的に配分される研究資金も含む。）を言いま

す。 

 

２．検収センター〔検収場所〕 

（岡山キャンパス）：経理部（A1 号館 1階） 〔経理部〕 

（今治キャンパス）：学部運営事務部（管理棟 1 階） 〔学部運営事務部経理係〕 

 

３．依頼事項 

（１）教員等から引合い・発注があった際、公的研究費の種別を確認してください。 

〔例〕科研費、ＪＳＴ、ＡＭＥＤ、受託「特別電源」等  

・検収の際、公的研究費の種別を検収担当者にお伝えください。 

・公的研究費ごとに定める使用ルールにより、購入できない物品等があります。 

※20 万円以上の物品等の発注は、経理部または本部財務部が行います。 

（２）検収（検品）後に研究室等へ納品してください。 

直接、研究室等に納品すると、納品日が確認できず、結果として不正行為とみな

される可能性があります。 
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※大型機器、重量物、生鮮品等で研究室や実験室等に直接納品する必要がある場合

は、事前に「経理部」または「学部運営事務部」までご連絡のうえ、研究室等へ

納品してください。 

※20 万円以上の物品等については、事前に納品予定日を検収センターへご連絡の

うえ、研究室等へ直接納品してください。 

※役務や金券類の検収については、別紙をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）伝票類の日付は、あらかじめ記入（印字）してから持参ください。 

印字されている見積書・納品書・請求書の日付だけ《手書き》は、認められませ

ん。全てが手書きの伝票の場合は、手書きでかまいません。 

納品書の発行日付は、本学への納品日としてください。 

請求書の発行日付は、検収センターでの検収日以降の日付としてください。 

（４）伝票分割を行わないでください。 

例えば、５点の納品で総額が２５万円の場合、一枚の納品書の金額を２０万円以

下にする目的で、意図的に伝票を分けることはしないでください。 

ただし、公的研究費の種別が異なるものを同時に納品する場合は、公的研究費ご

とに伝票を作成してください。 

（５）大学が休業中の納品はできるだけ避けてください。 

実験等で急遽必要となり、教員から要請があった場合は、研究室等に直接納品し

てください。 

 

４．誓約書の提出 

公的研究費で購入する物品等を納品いただくにあたり、不正行為に関与しない旨

の「誓約書」の提出をお願いします。 

※文部科学省等より、公的研究費の適正な管理および経理を行うにあたっては、お

取引業者様をも含めた対応を求められています。不正使用防止に向け、ご理解ご

協力くださいますようお願いします。 

 

検収 
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５．不正な取引に関与した業者への対応について 

不正使用に関わった取引業者等に対して、「岡山理科大学研究活動における不正

行為の防止及び対応に関する規程」に基づき、処分を申し渡します。 

また、取引業者名の公表をする場合があります。 

 

６．相談窓口・不正の告発窓口 

不正の告発は、書面、電話、FAX、電子メール、面談などで顕名又は匿名にて受け

付けます。「告発者」や「被告発者」は、不利益な取り扱いがされないよう保護され

ます。 

 

 【研究に関する相談、不正の告発窓口】 

◆研究・社会連携部 

TEL.086-256-9731  FAX.086-256-9732 

E-mail renkei@ous.ac.jp 

  ◆庶務部 

TEL.086-256-8431  FAX.086-256-9702 

E-mail syomu@ous.ac.jp 

  ◆弁護士法人 菊池綜合法律事務所（学外に置かれている窓口） 

〒700-0807 岡山市北区南方 1 丁目 8番 14 号  

TEL.086-231-3535  FAX.086-225-8787 

 

 【研究費の使用に関する相談窓口】 

◆経理部 

TEL.086-256-8444  FAX.086-256-8445 

E-mail keiribu@ous.ac.jp 

 

 

 

【問い合わせ先】 

     ◎不正防止に関する取り組み全般、誓約書に関すること 

      研究・社会連携部（電話 086-256-9731） 

     ◎検収（検品）に関すること 

      （岡山キャンパス）経理部 （電話 086-256-8444） 

      （今治キャンパス）学部運営事務部 （電話 0898-52-9025） 
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別紙 

 

本学における、役務（サービス）や金券類の検収については、次のとおりです。 

 

１．役務の検収 

 ① 成果物を確認できる役務（翻訳、校正、アンケート、調査、設計、部品加工等） 

⇒ 成果物をもとに検収を行います。 

 ② 機械装置・備品の修理 

⇒ 修理報告書および修理前後の写真または現物を目視して検収を行います。 

③ 成果物の確認が難しい役務（実験動物等の飼育、試験、解析、検査等） 

⇒ 実施結果報告書をもとに検収を行います。 

 

２.特殊な役務の検収 

① データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作成 

⇒ お取引業者様より提出いただいた「画面写真などの記載された作業報告書」をも

とに、間接的に検収を行います。 

② 機器の保守・点検 

⇒ 検収担当者が立ち合い等により現場確認し、後でお取引業者様が提出する「作業

報告書」（誰が・いつ・何をした）をもとに検収を行います。 

 

３．金券類の検収 

検収後、検収センターに納品いただきます。研究室への納品は不要です。 


